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入居者保護のための措置の徹底等に係る留意事項について（通知） 

 

 

 標記のことについて，「未届の有料老人ホームの届出促進及び指導状況等のフォローアッ

プ調査（第３回）等の実施について」（平成 23年 10月 24日付け厚生労働省高齢者支援課

事務連絡）に基づき実施されたフォローアップ調査の結果（以下「調査結果」という。）を

踏まえ，別紙のとおり厚生労働省から通知がありました。 

当該調査結果においては，老人福祉法（以下「法」という。）第 29条第７項の規定によ

り前払金の保全措置が義務付けられているにもかかわらず，保全措置を講じていない施設

が多数存在するなど，法令遵守が図られていない実態が確認されております。 

貴職におかれましては，下記留意事項をご確認の上，前払金の保全措置の確実な実施な

ど，入居者保護のための措置を徹底していただきますようお願いいたします。 

 

記 

              

１ 送付書類 

  有料老人ホームを対象とした指導の強化について（平成 24 年５月 17 日付け老高発

0517第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知） 

 

２ 留意事項 

(1) 前払金の保全措置について 

  平成 22年 12月に内閣府消費者委員会が厚生労働大臣に対し建議した「有料老人ホ

ームの前払金に係る契約の問題に関する建議」において前払金の保全措置が遵守され

ていないことが指摘されていたが，調査結果においても，保全措置が義務付られてい

るにもかかわらず保全措置が講じられていない施設が多数存在し，依然として法令遵

守が徹底されていない実態が確認されたところである。 

  各有料老人ホームの設置者においては，有料老人ホームの入居者を保護する観点か

ら，次の内容に留意すること。 

  ① 法の規定により前払金の保全措置が義務付けられているにもかかわらず当該保全

措置を講じていないことは，法令に違反する行為であることから，前払金の徴収を



行う場合には，所要の措置を講じる必要があること。 

  ② 前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの設置者については，法第 29

条第９項に基づく検査，同条第 11項に基づく改善命令の対象となること。なお，当

該検査の拒否や当該改善命令に対する違反等を行った場合は，同法第 39 条及び第

40条の規定に基づく罰則の適用となること。 

 

 (2) 有料老人ホームに係る情報の開示について 

法第 29条第５項の規定により，有料老人ホームの設置者は，入居希望者等に対し，

介護等のサービス内容や費用負担の額など，入居契約に関する重要な事項を開示しな

ければならないこととされている。したがって，入居希望者等が，適確に自らの状況

に応じた施設を選択することができるようにする観点から，あらためて重要事項の説

明の徹底を図ること。 

なお，重要事項の説明の具体的方法については，書面の交付のみならず，インター

ネットを活用した情報開示や個別相談への対応など，入居希望者等のニーズに応じた

複合的な手段を講じることが望ましい。 

 

 (3) 有料老人ホームにおける看護職員の医行為等について 

   看護職員の業務は，保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）において診療

の補助等を行うことと定められており，有料老人ホームにおいても，医師の指示下で

一定の医行為を行うことが可能である。 

   また，平成 24年度の介護報酬改定においては，有料老人ホーム等を対象とする特定

施設入居者生活介護について，夜間の看護体制を確保した上で看取り介護を行った場

合の加算が創設されたところである。 

今般，介護と医療の連携強化が求められているところであり，有料老人ホームにお

いても，介護・医療を切れ目なく提供するという観点から，医療ニーズを有する高齢

者の生活を支えるための役割を果たすことが求められていることに留意すること。 

 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

 福岡市保健福祉局 高齢者・障がい者部 高齢者施設支援課 

施設計画指導係 藤澤 

電話：711-4257 ＦＡＸ：726-3328 

   E-mail：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

 

 



【参考】 

〇老人福祉法（昭和 38年法律第 133号） 

第二十九条 

５ 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホ

ームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供

与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなけれ

ばならない。 

７ 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省

令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金

の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる

場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければなら

ない。 

９ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しく

は管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者（以下「介護等受託者」と

いう。）に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、

又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当

該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。 

１１ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第四項から第八項までの規定に違反

したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者

の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認

めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずるこ

とができる。 

 

第三十九条 第十八条の二第一項又は第二十九条第十一項の規定による命令に違反した

者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万

円以下の罰金に処する。 

一 第二十九条第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれ

らの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれ

らの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
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